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新型コロナウイルス感染症に係る対応について

（税の申告・納付の緩和措置等）
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Ⅰ. 申告・納付期限の延長
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Ⅰ．申告・納付期限の延長
簡易な申請手続きで期限延長が可能

出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、
申告期限以降も、柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

申告延長の
申請は簡易！
申告書の余白に

付記等
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Ⅰ．申告・納付期限の延長
柔軟に確定申告の受付

やむを得ない理由は国税庁ＦＡＱ問２に列挙されています（☛Ｐ６）が、新型コロナウイルス感染症の

各地での感染の拡大状況を踏まえ、下記のようなケースで申告をすることが困難な場合は、期限の
個別延長が認められます。

次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないケース

➀ 体調不良により外出を控えている方がいること
➁ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
③ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

法人税申告の場合（☛P７）

相続人等が次のような状況となっているケース

➀ 体調不良により外出を控えている場合
➁ 感染拡大により外出を控えている場合

相続税申告の場合（☛P７）



6© 2020 税理士法人渡邊芳樹事務所

Ⅰ．申告・納付期限の延長
期限の個別延長が認められるやむを得ない理由

出典：国税庁HPより「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

申請は、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
するか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力いただくなど
簡易な手続きで申請ができます。
☛
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Ⅰ．申告・納付期限の延長
法人税、相続税、その他申請等の期限の個別延長

出典：国税庁HPより「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

・所得税の青色承認申請
・青色事業者専従者給与に関する届出
・個人事業の開廃業等届出など
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出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

Ⅰ．申告・納付期限の延長
所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目が対象

個人
の
申告

法人
の
申告
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Ⅱ. 納税の猶予



10© 2020 税理士法人渡邊芳樹事務所

Ⅱ．納税の猶予
納税が困難な場合に納税を猶予する「特例制度」

出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

原則全ての税について

国税について

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に➀相当の減少や、資金繰りの悪化等の
➀個別事情により、➁国税を納付期限までに一時に納めることが困難な場合は、一定の期限内に
税務署に申請を行うことにより、１年間、納税の猶予制度の適用を受けることができます。

☛ 詳細は、お住いの都道府県・市区町村へ

納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、又は納付すべき国
税の全額を一時に納付することにより納税者の事業継続若しくは生活の維持
を困難にすると認められること。

令和2年2月1日
から令和3年1月31日
までに納期限が到来
する所得税、法人税、
消費税等ほぼすべて
の税目が対象

➀-1

➀-2

➁

特例制度の対象は、
➀、➁の

いずれも満たす場合
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Ⅰ. の制度により
申告・納付期限の延長

Ⅱ. の制度により
納税の猶予

・法人の収入（売上高）のほか、個人の方の経常的な収入（事業の売上、給与収入、不動産賃料
収入等）を指します。

・個人の方の譲渡所得、一時所得などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少
するものではないと考えられるため、事業収入には含まれません。

・関係法令の施行日から2か月を経過する日（令和2年6月30日）、又は納期限（申告納付期限が
延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書は現在準備中です。申請書と併せて、原則、収入や現預金の状況が分かる資料
（例：売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど）の提出を求められます。

事業収入とは

申請手続等

出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

納税猶予の
申請手続期限

Ⅱ．納税の猶予
納税が困難な場合に納税を猶予する「特例制度」

個人
の
申告
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Ⅲ. 欠損金の繰戻し還付
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Ⅲ．欠損金の繰戻し還付
制度適用対象の拡大

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した
法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。

出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

（注）大規模法人（資本金の額が10億円をこえる法人など）の100％子会社及び100％グループ内の複数の大規
模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除きます。
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Ⅲ．欠損金の繰戻し還付
災害損失欠損金の繰戻し還付制度

新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の
繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。

出典：経済産業省「令和2年5月3日更新 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

今回の新型コロナウイルス
感染症の影響により
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Ⅳ. 消費税の課税選択の変更に係る特例
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※新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税
期間をいいます。

Ⅳ．消費税の課税選択の変更に係る特例

納税地の所轄税務署長に申請し、承認を受けることで、特定課税期間※以後の

課税期間について、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する
（又はやめる）ことができます。

出典：財務省「消費税の課税選択の変更に係る特例」より

今般の新型コロナウイルス
感染症の影響を受けている

事業者につき

注）本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を２年間継続する必要はありません。
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Ⅳ．消費税の課税選択の変更に係る特例

出典：国税庁「消費税の課税選択の変更に係る特例について」より

特例の承認を受けようとする場合、
「新型コロナ税特法第10条第1項（第3

項）の規定に基づく課税事業者選択（不
適用）届出に係る特例承認申請書」に
「新型コロナウイルス感染症等の影響に
より事業としての収入の著しい減少が
あったことを確認できる書類」を添付して
、一定の期限までに納税地の所轄税務
署長に提出

承認申請手続

例えば、損益計算書、月次試算表、売
上帳、現金出納帳、預金通帳のコピー
などで、令和２年２月１日から令和３年
１月３１日までの間のうち、任意の1か月

以上の期間（調査期間）と、その調査期
間に対応する期間の事業としての収入
の金額が確認できる書類

添付する確認書類
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Ⅴ. 参考ＵＲＬ
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Ⅴ．参考ＵＲＬ

■国税庁
国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ：令和2年4月30日更新

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

■国税庁
国税の納税の猶予制度ＦＡＱ：令和2年4月30日現在

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

■経済産業省
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ：令和2年5月3日時点版

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

■財務省
消費税の課税選択の変更に係る特例
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure2.pdf

■国税庁
消費税の課税選択の変更に係る特例について（詳細版）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure2.pdf
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